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「地域密着型通所介護（デイサービス）」重要事項説明書 

デイサービスセンター みのりの里 共和 

当施設は介護保険の指定を受けています 

（北海道 第０１９２３０００５１号） 

  

当事業所はご利用者に対して、指定地域密着型通所介護サービスを提供します。 

 事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

 ※当事業所へのご利用は、原則として要介護認定の結果「要支援・要介護」と認定された方及び基本チ

ェックリストの結果で事業対象者と認定された方が対象となります。（要介護・要支援認定をまだ受

けていない方でも可能です。） 

 ※事業者及び運営受託者を以下「事業所」といいます。 

 

１．施設経営主体 

 （１）経営主体     共 和 町 

 （２）代表氏名      町   長   成  田   慎  一 

 （３）所 在 地     岩内郡共和町南幌似３８番地２ 

 （４）電話番号     ０１３５－７３－２０１１ 

  

２．運営受託者 

 （１）法人名称     社会福祉法人 共和町社会福祉協議会 

 （２）代表者名      会    長   小  田  恒  夫 

 （３）所 在 地     岩内郡共和町南幌似５７番地１２ 

 （４）電話番号     ０１３５－７３－２７３１ 

 

３．ご利用施設の概要 

 （１）事業所の種類  地域密着型通所介護事業所 

（２）事業所の目的  地域密着型通所介護は、介護保険法に従い、ご利用者がその有する能力に応

じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援すること

を目的として、介護サービスを提供します。 

（３）事業所の名称  デイサービスセンター みのりの里 共和 

（４）事業所の所在地  岩内郡共和町南幌似５７番地１３ 

（５）電 話 番 号  ０１３５－７１－２５８０ 

（６）施 設 長 氏 名  寺 田  翔 

（７）開 始 年 月 日  平成８年４月１日 

（８）利 用 定 員  １８人「介護予防・日常生活支援総合事業」「生きがい事業」を含む人員 
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４．事業実施地域及び営業時間 

サービス提供地域 共和町全地域 

サービス提 供 日 月曜日から金曜日 ただし、１２月３１から 1月５日までを除く 

サービス提供時間 午前９時１５分から午後３時３０分まで 

 

５．職員の配置状況 

 当事業所では、ご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供する職員として、以下の職 

種の職員を配置しています。 

（主な職員の配置状況）職員の配置については、指定基準を遵守しています。  

職   種 配 置 職 員 指定基準 職 務 内 容 

施   設   長 常勤１人 １人 管理業務全般について対応・指揮監督 

生 活 相 談 員 常勤１人以上 １人 相談・助言・利用計画等の支援 

介 護 職 員 常勤２人以上 ２人 日常生活支援・援助・入浴・食事等の支援 

看 護 職 員 常勤１人以上（兼務） １人 健康管理・保持及び介護・介助等の支援 

機能訓練指導員 常勤１人以上（兼務） １人 機能訓練・日常生活等の支援 

運  転  手 非常勤１人以上 － 送迎業務全般について支援 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  介護保険適用のサービスについては、サービスを利用した場合の基本料金は以下のとおりであり、

お支払いいただく利用者負担金は、原則として、ご利用者の介護保険負担割合証に記載されている負担

割合に応じた額となります。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 

  また、介護保険の給付を超えたサービスについては、全額自己負担となります。 

 

 （１）介護保険の給付の対象となるサービス 

  〇送迎・・・・ご希望の方には、自宅から当施設までの送迎を行います。 

  〇入浴・・・・入浴または清拭を行います。一般の浴槽で入浴できない状態にある方でも機械浴槽を

使用して行うことができます。 

  〇排泄・・・・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

         （オムツ利用の方はオムツを持参してください） 

  〇機能訓練・・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るうえで必

要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

  

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス 

   食事・おやつに係る費用は、1日あたり６００円が全額負担となります。 

※ご利用者の健康上の理由により食事を提供しない場合は、前項の金額は５０円となります。 
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（３）利用料金 

   厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該通所介護が法定代理受領サービスであるとき

は、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。  

 

 

 

※１ 入浴介助を行うことができる人員、設備等を満たす場合。 

※２ 事業所の職員の体制・人材が当該加算の要件を満たす場合。 

※３ ビックデータとして蓄積された利用者情報の活用によってサービス利用の成果を予測すること 

で要介護者の状態像にあったサービス提供を行った場合。 

※４ 介護職員の処遇改善に関して、当該加算の算定要件を満たす場合。 

 

 

 

（４）利用料金のお支払い方法 

   前記（１）、（２）の利用料金・費用は、サービス利用終了後に、ご利用期間の合計金額を計算し、 

請求しますので、口座振替によりお支払いください。 

 

 

 

 

 

料金の種類 要介護度別 

加算の種類 

1日あたり   

所定単位数 

自己負担額 

（1割の場合） 

基本料金  要介護１ ６７８ ６７８円 

（1日あたり） 要介護２ ８０１ ８０１円 

 要介護３ ９２５ ９２５円 

 要介護４ １,０４９ １,０４９円 

 要介護５ １,１７２ １,１７２円 

加算料金（1日あたり） 入浴加算（Ⅰ）※１ ４０ ４０円 

    （1日あたり） サービス提供体制強化加算Ⅲ ※２  ６  ６円 

（1回につき・最大 2回まで） 口腔機能向上加算Ⅰ １５０ １５０円 

    （１月につき）  科学的介護推進体制加算 ※３ ４０ ４０円 

    （1月につき） 

 

介護職員等処遇改善加算 Ⅳ ※４ 

（基本料金＋他の加算）×６．４％ 

その他 （1日あたり） 食事代  ６００円 

その他 （1日あたり） 健康上の理由等で食事提供しない場合   ５０円 
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７．利用の中止・変更・追加 

  ご利用者が、サービスの利用を中止または変更する場合には、次の連絡先までご連絡ください。 

        デイサービスセンター 

           みのりの里 共和   電話番号 ０１３５－７１－２５８０ 

もしくは  共和町地域包括支援センター 電話番号 ０１３５－６７－８７９０ 

        

 

８．苦情の受付について 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

 担 当 者 松屋  恵美 

苦情・相談窓口 対 応 時 間 午前８時００分から午後５時００分 

  （月曜日から金曜日） 

 電 話 番 号 ０１３５－７１－２５８０ 

 ＦＡＸ番号 ０１３５－７１－２３４５ 

 

公的機関においても苦情申し出等ができます。 

共和町保健福祉課 所 在 地 岩内郡共和町南幌似３８番地２ 

福祉介護係 対 応 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分 

  （月曜日から金曜日 ただし、祝祭日を除く） 

 電 話 番 号 ０１３５－６７－８７８９ 

 ＦＡＸ番号 ０１３５－７３－２２８８ 

北海道国民健康保険 所 在 地 札幌市中央区南２条西１４丁目 

団体連合会 対 応 時 間 午前９時００分から午後５時００分 

  （月曜日から金曜日 ただし、祝祭日を除く） 

 電 話 番 号 ０１１－２３１－５１６１ 

 ＦＡＸ番号 ０１１－２３３－２１７８ 

北海道福祉サービス 所 在 地 札幌市中央区北２条西７丁目１かでる２７ 

適正化委員会 対 応 時 間 北海道福祉サービス適正化委員会 事務局 

  午前９時００分から午後５時００分 

  （月曜日から金曜日 ただし、祝祭日を除く） 

 電 話 番 号 ０１１－２０４－６３１０ 

 ＦＡＸ番号 ０１１－２０４－６３１１ 

 

（１）ご利用者からの苦情を解決する為の対応 

ご利用者からの相談又は苦情等に対する窓口（連絡先）、担当者の設置・相談、苦情に関する 

窓口として、相談担当者を置いています。また、担当者が不在の場合は、基本的な事項について 

は、誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいます。 
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（電話番号） ０１３５－７１－２５８０ 

（ＦＡＸ番号） ０１３５－７１－２３４５ 

（苦情解決責任者）  施 設 長 寺田  翔 

（苦情受付担当者） 生活相談員 松屋 恵美  

 （２）苦情解決体制及び手順 

   〇苦情があった場合は、直ちに受付担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問する等により詳しい 

事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認します。 

   〇受付担当者が必要と判断した場合は、施設長まで含めて検討会議を行います。 

   〇記録を作成し、処理結果を施設長に報告する。また、台帳に保管し再発防止に役立てます。 

（３）その他参考事項 

    以上のことは事業所内掲示板にも掲示しています。 

 

９．緊急時及び事故発生時の対応について 

（１）サービス提供中に、ご利用者の病状の急変その他の緊急事態または、事故が発生した場合には、 

速やかに、主治医・ご家族・関係機関等に連絡等の措置を講じます。 

    〇協力医療機関  前田診療所 ・ 小沢診療所 

（２）緊急時及び事故発生時の対応 

    緊急時及び事故発生の記録を作成し、処理結果を施設長に報告する。また、台帳に保管し再発 

防止に役立てます。 

（３）損害賠償について 

    当事業所において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかに 

その損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

    ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意または過失が認められる場合、ご利用者の 

おかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じる場合が 

あります。 

 

 １０.運営推進会議の設置  

当事業所では、地域密着型通所介護サービスの提供にあたり、サービスの提供状況について定 

期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり

運営推進会議を設置しています。  

＜運営推進会議＞ 

 〇構  成 ： 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援センター職員、近隣の介

護保険サービス事業所職員等  

〇開  催 ： ６か月に１回開催  

〇会議録 ： 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 記録は事務

所において閲覧できます。 
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１１．守秘義務に関する対策について 

   事業所及び職員は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保守します。 

   また、退職後もこれらの秘密を保守するべき旨を、職員との雇用契約内容に記載しています。 

 

１２．心身の状況の把握について 

   地域密着型通所介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業所が開催するサービス担当者会議等 

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス 

の利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

 １３．地域包括支援センターとの連携について    

  （１）地域密着型通所介護の提供にあたり、地域包括支援センター及び保健医療サービス又は福祉サ 

ービスの提供者と密接な連携に努めます。 

（２）サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「地域密着型通所介護計 

画」の写しを、利用者の同意を得た上で、地域包括支援センターに速やかに送付します。 

（３）サービスの内容が変更された場合、又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記載 

した書面又はその写しを速やかに地域包括支援センターに送付します。 

 １４．サービス提供の記録について 

  （１）地域密着型通所介護の実施ごとに、記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日 

から５年間保存します。 

  （２）利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求するこ

とができます。 

 

 １５．身体拘束の禁止について 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその 

家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

（１）緊急性・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険

が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性・・・・利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが無くなった場

合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１６．虐待の防止について 

   当事業所は、利用者等の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講 

ずるものとします。 
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（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周

知徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備しています。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（４）虐待防止に関する担当者は、施設長となります。 

（５）サービス提供中に、当該事業所又は養護者（現に養護している家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを共和町に

通報します。 

 

 １７．衛生管理等について 

  （１）地域密着型通所介護に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上、必要な措置を講じます。 

  （２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導

を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

  （３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

    ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、概ね６か

月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

    ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

    ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１８．非常災害対策について 

   事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と 

  連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災及び非難に関する計画を作成し、ご利用者 

および職員等の訓練を年２回行い、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

 

 １９．業務継続計画の策定等について 

  （１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する地域密着型通所介護の提供を継続的な実

施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継

続計画に従って必要な措置を講じます。 

  （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。 

  （３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 ２０．地域との連携について 

   事業所は、運営にあたって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流に努めます。 

２１．サービス利用に当たっての留意事項 

  （１）ご利用者又はそのご家族は、体調の変化があった際には事業所の職員にご一報ください。 
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  （２）ご利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず職員に声をかけてください。 

 

２２．福祉サービスの第三者評価の実施について 

 当事業所では、福祉サービスの第三者評価は実施しておりません。 

 

 

 指定地域密着型通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和   年   月   日 

〈事業所〉 

所在地    岩内郡共和町南幌似５７番地１３ 

事業所名   デイサービスセンター みのりの里 共和 

説明者職名    生活相談員 

説明者       松屋 恵美    印                          

 

令和   年   月   日 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定地域密着型通所介護サービスの提供開

始に同意いたしました。 

 

※令和３年度介護報酬及び基準改正等に伴う文書簡略化等に鑑み、記名（印字、ゴム印又は代筆）の場合

のみ要押印とし、署名の場合は押印省略とします。 

 

〈利用者〉 

住所 共和町                  氏名            印 

 

 

 

〈利用者の家族等〉 

住所                      氏名            印 

 

                              (続柄      ) 

 

 上記契約を証するため、本書２通を作成し、ご利用者、事業所が署名押印のうえ、1通ずつ保有する

ものとします。 


